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○

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
実
施

に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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ド
ネ
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介
護
福
祉
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労
す
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受
入
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施
設
は
、
当
該
受

イ
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ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
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就
労
す
る
受
入
れ
施
設
は
、
当
該
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入
れ
機
関
が
当
該
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
を
介
護
福
祉
士
試
験
の

入
れ
機
関
が
当
該
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
介
護
福
祉
士
を
介
護
福
祉
士
試
験
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受

受
験
資
格
に
係
る
介
護
等
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
で

験
資
格
に
係
る
介
護
等
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
あ

あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
で

っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
で
な

(1)

(3)

(1)

(4)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

施
設
を
設
立
し
て
い
る
受
入
れ
機
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が
、
当
該
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設
で
就
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イ

(1)
ン
ド
ネ
シ
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護
福
祉
士
を
、
利
用
者
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い
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サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
な
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こ
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受
入
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に
お
い
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、
虚
偽
の
求
人
申
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、
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重
契
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そ
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不
正
の
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入
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申
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契
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入
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